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▼
令
和
２
年
分
の
申
告
書
の
提
出
お
よ
び

納
期
限

納
付
す
る
税
所
得
税
及
び
復
興
特
別
所
得

税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
、
贈
与
税

納
期
限
い
ず
れ
も
4
月
15
日
㈭

そ
の
他
税
務
署
へ
提
出
す
る
申
告
書
な
ど

に
つ
い
て
は
、
毎
回
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の

記
載
と
、
本
人
確
認
書
類
の
提
示
ま
た
は

写
し
の
添
付
が
必
要

▼
国
税
の
納
付
は
、
便
利
な
ダ
イ
レ
ク
ト

納
付
・
振
替
納
税
の
ご
利
用
を

　
事
前
の
手
続
き
を
す
る
と
、
ダ
イ
レ
ク

ト
納
付
・
振
替
納
税
を
利
用
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
贈
与
税
に
つ
い
て
は
振
替
納
税

を
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

　
現
金
で
納
付
す
る
場
合
は
、
必
ず
納
期

限
ま
で
に
納
付
書
を
持
参
し
、
お
近
く
の

金
融
機
関
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。
所
得

税
及
び
復
興
特
別
所
得
税
・
個
人
事
業
者

の
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
・
贈
与
税
の

納
期
限
は
４
月
15
日
㈭
で
す
。

▼
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
利
用
し
た
コ
ン
ビ
ニ
納

付
　

30
万
円
以
下
の
国
税
の
納
付
は
、「
Ｑ

Ｒ
コ
ー
ド
」を
利
用
し
た
コ
ン
ビ
ニ
納
付

も
利
用
で
き
ま
す
。
お
手
持
ち
の
パ
ソ
コ

ン
・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
を
使
っ
て
、
納
付
に
必
要
な
情
報（
氏

名
や
税
額
な
ど
）を「
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
」と
し

て
作
成
し
、
お
近
く
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

利
用
可
能
な
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
ロ
ー
ソ

ン
、ナ
チ
ュ
ラ
ル
ロ
ー
ソ
ン
、ミ
ニ
ス
ト
ッ

プ（
い
ず
れ
も「L

ロ
ッ
ピ
ー

oppi

」端
末
設
置
店
舗

の
み
）、
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト（「Fam

i

ポ
ー
ト
」端
末
設
置
店
舗
の
み
）※
金
融
機

関
や
税
務
署
窓
口
で
は
、
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
に

よ
る
納
付
は
で
き
ま
せ
ん

　

詳
細
は
、
国
税
庁
HP
の「
国
税
の
納
付

手
続
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確
定
申
告
書

な
ど
が
作
成
で
き
ま
す

　

国
税
庁
HP
の「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」で
は
、
画
面
の
案
内
に
従
っ

て
金
額
な
ど
を
入
力
す
る
と
税
額
な
ど
が

自
動
的
に
計
算
さ
れ
、
計
算
誤
り
の
な
い

申
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
作
成
し
た
申
告
書
な
ど
をe-Tax

送
信
す
る
こ
と
で
、
税
務
署
に
行
か
ず
に

自
宅
か
ら
申
告
で
き
ま
す
。

　

国
税
庁
HP
に
は
、
確
定
申
告
書
の
ほ

か
に
も
税
務
手
続
き
に
関
す
る
申
請
・
届

出
様
式
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
タ
ッ
ク
ス
ア

ン
サ
ー
」の
ご
利
用
に
つ
い
て

　

国
税
庁
HP
の「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
」

で
は
、
よ
く
あ
る
税
の
質
問
に
対
す
る
一

般
的
な
回
答
を
税
金
の
種
類
ご
と
に
調
べ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
キ
ー
ワ
ー

ド
に
よ
る
検
索
も
で
き
ま
す
。

　
確
定
申
告
書
作
成
の
参
考
に
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
」の
利
用
方
法

国
税
庁

HP
か
ら
ま
た
は
検
索
サ
イ
ト
で「
タ
ッ
ク

ス
ア
ン
サ
ー
」と
検
索

　

い
ず
れ
も
問
日
野
税
務
署（
☎
585
・

５
６
６
１
）

令
和
３
年
度
市
・
都
民
税
の
申
告
に
つ

い
て�
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現
在
、
会
場
入
室
の
人
数
制
限
を
行
い

な
が
ら
令
和
３
年
度
市
・
都
民
税
の
申
告

受
け
付
け
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、
申
告
受
付
時

間
の
変
更
や
会
場
の
閉
鎖
を
行
う
場
合
が

あ
り
ま
す
。

会
場
市
役
所
１
階
101
会
議
室（
3
月
15
日

㈪
ま
で
）

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
市
・
都
民
税
の
申
告
期

限
を
４
月
15
日
㈭
に
延
長
し
ま
し
た
。

３
月
16
日
㈫
以
降
は
、
市
役
所
２
階
市

民
税
課
で
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。

▼
申
告
書
の
提
出
は
で
き
る
限
り
郵
送
で

　
今
年
度
は
返
信
用
封
筒
を
料
金
受
取
人

払
の
も
の
に
し
て
い
ま
す
。
切
手
を
貼
ら

ず
に
そ
の
ま
ま
ご
返
送
い
た
だ
け
ま
す
。

問
市
民
税
課（
☎
514
・
８
２
３
８
、
514
・

８
９
５
４
）

バ
イ
ク
・
軽
自
動
車
の
廃
車
手
続
き
は

３
月
中
に�
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軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
４
月
１
日
現

在
の
所
有
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
廃
棄
・

譲
渡
・
盗
難
な
ど
で
、
実
際
に
は
バ
イ
ク

や
軽
自
動
車
を
所
有
し
て
い
な
い
方
は
、

３
月
中
に
廃
車
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。
手
続
き
方
法
な
ど
詳
細
は
、
対
象
車

別
に
次
の
問
い
合
わ
せ
先
へ
お
願
い
し
ま

す
。

▼
原
動
機
付
自
転
車（
125
㏄
ま
で
の
バ
イ

ク
）・
小
型
特
殊
自
動
車

持
ち
物
①
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト（
日
野
市

発
行
の
も
の
）②
印
鑑
③
標
識
交
付
証
明

書
④
本
人
確
認
の
で
き
る
書
類（
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許
証
な
ど
）

問
市
民
税
課（
☎
514
・
８
２
３
５
）

▼
125
㏄
超
の
バ
イ
ク

問
東
京
運
輸
支
局
八
王
子
自
動
車
検
査

登
録
事
務
所（
八
王
子
市
滝
山
町
１
の
270

の
２�
☎
050
・
５
５
４
０
・
２
０
３
４
）

▼
三
輪
・
四
輪
の
軽
自
動
車

問
軽
自
動
車
検
査
協
会
東
京
主
管
事
務

所
八
王
子
支
所（
青
梅
市
新
町
６
の
18
の

２�

☎
050
・
３
８
１
６
・
３
１
０
３
）

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
減
免
に
つ
い

て�
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身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の
方

の
車
両
、
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
車

両
、
構
造
上
専
ら
障
害
者
の
方
の
利
用
に

供
す
る
車
両
で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す

場
合
は
申
請
に
よ
り
減
免
が
受
け
ら
れ
ま

す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
市
民
税
課（
☎
514
・
８
２
３
５
）

　

緊
急
事
態
宣
言
が
延
長
さ
れ
た
中
で
、

国
税
で
は
確
定
申
告
の
、
市
税
で
は
市
民

税
申
告
の
受
け
付
け
が
始
ま
っ
て
お
り
ま

す
。
昨
年
に
続
い
て
今
年
も
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
対
策
と
い
う
こ
と
で
、
申
告
期

限
が
４
月
15
日
ま
で
の
１
カ
月
延
長
と
な

り
ま
し
た
。

　
昨
年
来
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
の
影
響
で
収
入
が
減
っ
て
し
ま
っ

て
、
税
の
申
告
納
税
に
つ
い
て
は
重
た
い

気
分
に
な
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い

ま
す
。

　
こ
の
時
期
は
市
の
市
民
税
課
に
と
っ
て

は
申
告
受
付
と
同
時
に
市
民
税
・
都
民
税

の
課
税
作
業
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
５
月
の

特
別
徴
収
税
額
決
定
通
知
書
・
６
月
の
市

都
民
税
納
税
通
知
書
の
発
送
を
ゴ
ー
ル
と

し
た
多
忙
な
毎
日
が
続
き
ま
す
。
と
り
わ

け
、
税
務
署
に
提
出
さ
れ
た
確
定
申
告
書

の
情
報
を
市
に
持
ち
帰
り
、
所
得
税
の
課

税
情
報
を
市
都
民
税
の
課
税
情
報
に
変
換

す
る
こ
と
が
重
要
な
業
務
と
な
り
ま
す
。

　
か
く
言
う
私
も
、
昔
、
市
民
税
課
の
職

員
で
あ
っ
た
時
期
が
あ
り
、
市
民
税
課
に

配
属
さ
れ
て
経
験
年
数
が
短
い
駆
け
出
し

職
員
は
、
そ
の
税
務
署
か
ら
確
定
申
告
の

紙
の
写
し
を
持
ち
帰
る
転
写
担
当
を
率
先

確
定
申
告
の
時
期
に
思
う
市
長　
大
坪　
冬
彦
コ
ラ
ム

し
て
務
め
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
私
も

転
写
担
当
と
し
て
八
王
子
税
務
署
に
日
参

し
て
一
日
を
過
ご
し
て
お
り
ま
し
た
。

　
今
で
は
、
時
代
も
変
わ
り
、
日
野
市
の

管
轄
は
日
野
税
務
署
と
な
り
、
確
定
申
告

書
の
内
容
は
紙
の
コ
ピ
ー
で
な
く
電
子

デ
ー
タ
と
し
て
市
に
提
供
さ
れ
、e-Tax

と
し
て
電
子
申
告
さ
れ
た
分
に
つ
い
て
は

税
務
署
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
ダ
イ
レ
ク

ト
に
市
へ
送
信
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
で
も
、
確
定
申
告
書
の
添
付

資
料
な
ど
は
、
現
物
を
コ
ピ
ー
す
る
必
要

が
あ
り
、
相
変
わ
ら
ず
市
職
員
が
日
野
税

務
署
に
通
い
転
写
作
業
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。　

　
確
定
申
告
の
デ
ー
タ
は
市
税
と
都
税
の

課
税
に
必
須
で
あ
り
、
そ
れ
に
起
因
し
て

三
税
協
力
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
、
税
務

署（
国
税
）・
都
税
事
務
所（
都
税
）・
市
役

所（
市
税
）の
連
携
協
力
関
係
が
長
年
に
わ

た
っ
て
続
い
て
お
り
ま
す
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
市
税
収
入
額
の
大
幅
な
減

少
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
市
民
の
皆

さ
ま
か
ら
の
申
告
納
税
と
課
税
す
る
職
員

の
懸
命
な
努
力
で
行
政
運
営
が
支
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
申
告
時
期
に
改
め

て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
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日野市立
八ヶ岳高原大成荘を
廃止します

マイナンバーカードが健康保険
証（国民健康保険・後期高齢者
医療・その他の健康保険）とし
て利用できるようになります

1015155ID 　問 生涯学習課（☎514-8765）

1016518ID 　問 保険年金課（☎514-8279）

　八ヶ岳高原大成荘は、3月30日㈫のご利用をもって
廃止します。長年にわたるご利用ありがとうございま
した。
　近年は、利用者数が減少する中、多額の予算を使っ
た運営を行ってきましたが、今後の利用者数の増加に
よる経営改善も見込めないことから、事業の継続は困
難と判断しました。ご理解のほどよろしくお願いしま
す。
　八ヶ岳高原大成荘の周辺には、多摩地区などの自治
体が設置し、日野市民の利用が可能な宿泊・レクリエ
ーション施設があります。それぞれの施設の詳細は、
市 HP （下記QRコード）から外部リンクにて各施設のホ
ームページを閲覧することができますので、今後の利
用先として参考にしてください。
清里地区 小金井市立清里山荘、立川市八
ヶ岳山荘、調布市八ケ岳少年自然の家
北杜市内 新宿区立区民健康村・グリーン
ヒル八ヶ岳

　令和3年3月下旬から、専用カードリーダーの
設置など、環境が整った医療機関・薬局から順
次マイナンバーカードでの健康保険証利用が可
能になります。なお、現在お持ちの健康保険証
を医療機関などの窓口に提示すれば、マイナン
バーカードがなくても従来通り受診ができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用す
るために
　マイナポータルから登録が必要となります。
ご自身のスマートフォンやパソコンから登録が
可能です。詳細は厚生労働省 HP をご覧くださ
い。マイナンバー総合フリーダイヤル（☎0120-
95-0178）でも問い合わせを受け付けています。
　また、市役所内にマイナポータルからの登録
が可能なパソコンを用意しています（パソコン
の数に限りがあるため、お待ちいただくことが
あります）。

市
政
の
お
知
ら
せ

市
政
の
お
知
ら
せ
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